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ドイツーメクレンブルク ･フォア-ボンメルン邦一における

第1-6学年の科学教育

田中 賢二

ドイツ連邦共和国のメクレンブルク･フォア-ボンメルン邦に焦点を当て,第1-6学年

における科学教育の現状を,学習指導要領などを手がかりにして,明らかにしたO初等教育

段階 (第1-4学年)の科学教育は教科 ｢事象教授｣の中の1つのテーマ ｢自然現象を解明

する｣で行われ,オリエンテーション段階 (第5-6学年)の科学教育は ｢自然諸科学 (哩

科)｣ないし ｢生物｣と ｢物理｣で行われている｡この2種類の学習指導要領の構想,カバー

する学習内容は同じではなかった｡また,複数学年度合計での過授業時間数の指示,教科内

のテーマの順序の任意性,授業時数の余裕のある設定,選択学習内容や選択テ-マの設定な

どに多様性の許容を見ることができ,メクレンブルク ･フォア-ボンメルン邦における第1

-6学年の科学教育は,すべての児童生徒に対する単一的なものでなく,多様であると特徴
づけられる｡
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I.はじめに

既に,筆者らは,ほぼ1980年代始めまでの (西)

ドイツの初等科学教育の変化や意味を,バイエルン

邦,ノルトライン･ヴェストファーレン邦,シュレ

スヴイヒ･ホルシュタイン邦に注目し,明らかにし

てきた1,2)｡また,1980年代中頃の時点で,乗 ･西

ドイツの初等科学教育を,社会主義の理念とドイツ･

ワイマール期の教育伝統という視点から比較考察し

てきた3)｡

1990年のドイツ統一は,東 ドイツ (ドイツ民主共

和国)が邦を復活し,西 ドイツ (ドイツ連邦共利国)

に (追加)編入する形式をとった｡まず,いわゆる

西ドイツ化の中での初等科学教育の変遷を,旧東 ド

イツ地区のチューリンゲン邦に焦点を当て,次に,

チューリンゲン邦の南隣,旧西 ドイツ地区 ･バイエ

ルン邦に再び焦点を当て,初等科学教育の変遷を,

さらに,チューリンゲン邦の北隣,旧東 ドイツ地区･

ザクセン･アンハル ト邦の初等科学教育の変遷も,

明らかにしてきた4,5 6).加えて.ザクセン.アン

ハルト邦の東隣に位置している旧東 ドイツ地区 ･ブ

ランデンブルク邦とベルリン邦との初等科学教育の

現状も明らかにしてきた7)｡

引き続き,本稿の具体的な目的は,ブランデンブ

ルク邦の北隣に位置している旧東 ドイツ地区 ･メク

レンブルク･フォア-ボンメルン邦に焦点を当て,

初等教育段階とオリエンテーション段階,第1-6

学年における科学教育の現状を,いわば学校教育法,

同施行規則,学習指導要領など8~14)を手がかりに

して,明らかにすることである｡

新連邦編入邦,旧東 ドイツ地区の残 りの 1つ邦は,

ブランデンブルク邦 ,ザクセン-アンハルト邦の南

隣,チューリンゲン邦の東隣,バイエルン邦の北東

隣に位置している旧東 ドイツ地区 ･ザクセン邦であ

り,このザクセン邦の初等科学教育の現状も明らか

にしている15)ので,最後に,旧東 ドイツ地区-5

(チューリンゲン/ザクセン･アンハルト/ノブラン

デンブルク/メクレンブルク･フォア-ボンメルン

/ザクセン)邦一における初等 (第1-4学年ない

し6学年)科学教育 (概要)をまとめていく｡加え

て,旧東 ドイツ地区の残 りの4邦とメクレンブルク･
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フォア-ボンメルン邦の初等科学教育の現実的な近

似の程度 も,検定 (認定)教科書 (目録)"',17)の

比較から,探っていく｡

なお,連邦構成16邦の一つ,メクレンブルク･フォ

ア-ボンメルン邦(邦都Schwerinシュヴェリーン)

は,いわゆる旧東 ドイツ地区に位置 し,ほぼ長野県

と岐阜県とを合わせた面積に鹿児島県の人数の人が

暮らしている最も人口密度が小さい邦である｡シュ

ヴェリー ン以外の独立市 (KreisfreieStadte)と

してはロス トック (Rostock),ノイブランデンブ

ルク (Neubrandenburg)などがある｡

の憲法における教育関係の第8条 (教育の機会均

等),第15条 (学校制度)である｡

ドイツ連邦共和国においては教育の管轄権は邦に

あることを確認できる｡

Ⅱ.1.学校制度

表2は,メクレンブルク ･フォア-ボンメルン学

校法 第3条(学習 目標),第11条(学校段階,学校種,

教育課程),第13条(基礎学校),第15条(オリエンテー

ション段階),第16条 (地域学校),第17条 (協力型

ゲザム トシューレ),第18条 (統合型ゲザム トシュー

レ),第19条 (ギムナジウム),第41条 (就学義務の

原則),第66条 (進学先の選択)である｡
Ⅱ.枠組み

表1は,メクレンプルク ･フォア-ボンメルン邦

表1 メクレンブルク ･フォアーボンメルン邦憲法 第8条 (教育の機会均等),第15条 (学校制度)

Artikel8(ChancenglejchheitimBildungswesen)教育の機会均等
なにぴとも,経済的 ･社会的状況や世界観 ･政治的信条に拘わらず,能力に従い,公立の教育機関への無償入学の権
利を有している｡詳細は法律が定める｡

Artikel15 (Schulwesen)学校制度
(1)全ての学校は邦の管理下にある｡

(2)邦,市町村が公立の十分で多様な学校を準備する｡普通教育学校の設置義務である｡

(3)教育課程の関連性は補償されている｡上級の諸学校への進学に関して,両親の意思の他に,児童生徒の能力と

学力のみが重要である｡

(4)学校教育の目的は,生命に対する畏敬,忍耐心をもって,他人や諸国民,次世代との共生について責任を担い

うる,囚われることのない人格の育成である｡

(5)学校は,児童生徒教員の宗教的 ･世界観的信条に配慮する｡

(6)詳細は法律が定める｡

表2 メクレンブルク ･フォアーボンメルン学校法 第3条 (学習目標),第11条 (学校段階,学校種,敬
育課程),第13条 (基礎学校),第15条 (オリエンテーション段階),第16条 (地域学校),第17条 (協
力型ゲザム トシューレ),第18条 (統合型ゲザム トシューレ),第19条 (ギムナジウム),第41条 (就学
義務の原則),第66条 (進学先の選択)

$3 Lernziele学習目標
児童 ･生徒は,学校で,特に以下のことを学習すべきであるOつまり,

1.自立心を育て,自己責任をもって行動すること

2.自分の認識 ･表現能力を育むこと
3.-人で,また,協力して,学力を高めること

4.共通の利害を認識し,社会的政治的共同責任を担い,協力すること

5.情報を発し,批判的に利用すること

6.自分の意見を明らかにし,他人の意見を尊重すること
7.ドイツ連邦憲法の基本的な規範を理解し,その認識を支持すること

8.正義,平和,創造を支持すること
9.宗教 ･世界観の問題において個人的判断を行い,他人の判断に対して理解と忍耐を育むこと
10.自分の権利を認め,他人の権利や自分に反する権利にも価値を認め,また,義務を受容し,遵守すること
ll.葛藤を認め,耐え,理性的に解決すること

12.全体主義的 ･独裁的覇権の原因と危険性とを理解し,反対,対峠すること
13.諸民族の特性と存在権,平等,人の生存権に関する理解を育むこと
14.自然と環境とに.責任感をもって立ち向かうこと

15.男女共生を支持すること
16.経済 ･生態的関係に関する理解を高めること
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ドイツーメクレンブルク ･フォア-ボンメルン邦 一における第 1-6学年の科学教育

AufbauderSchule 学校の構成

§ll Schulbereiche,SchulartenundBildungsgange学校段階.学校種,教育課程
(1)学校段階でいえば,

1.初等教育段階は第1-4学年である｡
2.前期中等教育段階は第5-10学年である｡
3.後期中等教育段階は,a)ギムナジウム上級段階,b)職業教育諸学校からなる｡

(2)学校の種類でいえば
1.普通教育諸学校として,a)基礎学校,b)地域学級 C)ギムナジウム,d)協力型ゲザムトシューレ,e)統合

型ゲザムトシューレ,I)特別支援学校がある｡

2.職業教育諸学校として,a)職業学校,b)職業専門学校,C)高等職業専門学校,d)専門ギムナジウム.e)専

門上級学校,I)専門学校がある｡

3.社会人用の学校としては.夜間ギムナジウムがあるO

(3)教育課程の焦点は,授業 ･組織 ･課題による修了証の取得である｡
令12 VerbindungvonSchulen学校の統合
様々な普通教育学校が同一敷地ないし隣接地にある場合には,この法律の学校の監督を担当する上級学校監督庁の同

意のもと,設置者によって.統合されてよい (学校センター)｡基礎学校と第11条第2項第1号bdeの学校とは.教
育学的に,相互に連携することになる｡それぞれの教育課程の独自性は保証される｡

$13 DieGrundschule基礎学校

(1)基礎学校は第 1-4学年である｡児童の精神的･肉体的･情緒的･社会的 ･コミュニケーション的能力を育み,
基礎知識 ･能力を伝える｡同時に,文化的技術の学習と社会的 ･コミュニケーション的能力の習得も含まれる｡

(2)基礎学校の授業は,通常,学年別になされる｡住居近傍の学校であることを満たす必要がある場合には,複式
でなされて良い｡この決定は学校設置者との合意をもって学校会議が当たる｡承認は該当学校担当部局によって

なされねばならない｡

(3)第1学年末には,留年なしに第2学年に進む｡教員は定期的に,児童の学習成果を教育権者に報告する｡教育

権者は.第4学年末に,しっかりとした学習成果報告書を受け取る｡
(4)第3学年から外国語の授業が始まる｡

§15 0rientierungsstufeオリエンテーション段階
(1)地域学校と統合型/協力型ゲザムトシューレとにおいて,第5と6学年が,学校種に依存しないオリエンテー

ション段階となる｡オリエンテーション段階は,特例として,基礎学校に併設されてよい｡これについての認可

を,学校監督当局が学校設置者の申し出の上に行う｡

(2)オ1)エンテ-ション段階は,観察 ･支援 ･試行によって.生徒の興味と学修可能性との把嵐 及び.7学年以

降の学習課程からの選択を容易にする使命を有しているO教育学的な単位であるo学習は基礎学校における学習

の上に,その学習形態と教科枠を越えた内容を構成するO徐々に,教科固有の学習に進み.個別 ･共通の興味や

能力について経験や認識を生徒に獲得させる,J第5と6学年の授業すべてに,同一の学習指導要領が適用となる｡
(3)第6学年の末に,書面で進路勧告書が出されるD

§16 DieRegionaleSchule地域学校

(1)地域学校は第5-10学年からなり,第9学年修 J′で職業成熟証,第10学年修了で中級成熟証の取得に至らしめ
る｡

(2)地域学校はオリエンテーション段階の後に更なる普通教育を施し,学力と意向に従い,修了証に応じて職業や
更なる普通教育修学課程に進みうる重点的な教育をもたらすO

令17 DiekooperativeGesamtschule協力制ゲザムトシューレ

(1)協力制ゲザム トシューレは第5-10学年からなり,ギムナジウム上級段階がある場合は第5-12学年からな
るo

(2)協力制ゲザム トシューレにおいては,オリエンテーション段階の後,職業成熟証と中級成熟証とへ導く地域学

校の諸課程.また.第7-10学年のギムナジウム課程がある｡これらの課程は相互に連携されているO

§18 DieintegrierteGesamtschule統合制ゲザムトシューレ

(1)統合制ゲザム トシューレは第5-10学年からなり,ギムナジウム上級段階がある場合は第5-12学年からなる｡
(2)統合削ゲザム トシューレにおいては,第7学年から複数課程の授業が統合されている｡

$19 DasGymnasiumギムナジウム

(1)ギムナジウムは第7-12学年からなる｡学力と意向に従い,修了証に応じて大学教育や上位の職業資格取得課
程に進みうる深化発展的な普通教育を生徒に施す｡

Schulpflicht就学義務
$41 Grundsatz原則

(1)メクレンブルク ･フォア-ボンメルン邦で居住そして養成や勤労場所を有する者は,以下の規定内容に従い,
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就学義務を有する｡国家法と国家間条約は,抵触なしに有効である｡

(2)就学義務は,まとめて9学年間である初等,前期中等教育段階の学校への就学義務(全日制就学義務),及び.

後期中等教育段階の学校-の就学義務.全日制授業では少なくとも1年間,特別支援授業では2年臥 定時制授
業では通常3年間とからなるD

根拠のある例外では,第1項第1号の規定から適用外としうる｡決定は学校監督当局が当たる｡
(3)就学義務は,夜間ギムナジウムを例外として,公立学校と代替学校で充たしうる｡学校管理当局の承認の-下＼
補充学校で就学義務が充たされてよい｡

i57 Schuljahr学年度
学年度は8月1日に始まり7月31日に終わる｡

$66 WahlderweiterfLnrendenBildungsgange進学先の選択
(1)基礎学校卒業後に子どもが地域学校,協力型ゲザムトシューレ,統合型ゲザムトシューレに在学するか,両親

は,決定する｡オリエンテーション段階の後には,教育権者は,学校種と課程の規定と第56条の枠内の進路勧告
書に基づいて.進路の決定を行う｡決定に際して,学校は教育権者と生徒との協議を行い.支援する｡

(2)第15条3項に基づく進路勧告書に反して,教育権者がギムナジウム進学を決めた場合には.第7学年前期を試
行期間としてギムナジウムに在学する｡試行期間を成功裏に修了しない場合には,ギムナジウムから転校するこ
とになる｡

ちなみに,基礎学校諸教科に関する学習指導要領

の共同開発に加 わって きたメクレンブル ク ･フォ

アーボ ンメルン邦は,中等教育段階の諸学校 (地域

学校,統合型//協力型ゲザム トシューレの3種別)

に依存 しないオリエ ンテーション段階 (通算呼称 5

-6学年)があるので,実際上では,ブランデンブ

ルク邦,ベルリン邦 と同じように,7学年から分岐

するフォーク型学校制度である｡ (なお,ギムナジ

ウムは第 7学年から12学年であるo また,協力制ゲ

ザム トシュー レは,地域学校 とギムナジウム との

様々な課程が併置されている学校であ り,統計上 も

捨象されている｡前期中等教育段階は,大凡,地域

学校に6割,ギムナジウムに3割,ゲザム トシュー

レに1割が在学 していると見なされる｡)

つまり, メクレンブルク ･フォア-ボンメルン邦

の全ての児童生徒に共通な教育段階は,初等教育段

階とオリエ ンテーション段階との,第 1-6学年の

6年間である｡

なお,基礎 学校 や オ リエ ンテー シ ョン段 階の

修了後 の進路 決定 は入学試験 で な く進学推薦書

SchullaufbahnempfTehlungによって決まっていき,

進路勧告書に反 して,例えば,教育権者がギムナジ

ウム進学を決めた場合には,第7学年前期を試行期

間としてギムナジウムに在学(いわば条件付 き入学)

することになる｡

Ⅱ.2.第 1-6学年の週授業時間数

表 3-5は,順に,メクレンブルク ･フォア-ボ

ンメルン邦の初等 ･前期中等教育段階 (第 1-lo苧

午)の大綱的な週授業時間数 (2009-)のうち,塞

礎学校 (第 1-4学年)用,地域学校,ギムナジウ

表3 基礎学校 (第 1-4学年)用の大綱的な週授業時間表

Gegenstandsbe｢eiche教科 JahrclanqSStufen'う,I:年 合計1- 2学年 3/-4学年

Sach∪nterricht事象教授 3bis5 6

Mathmatik数学 12 10 22

ReliqonundPhilosophierenmitKindern宗教/児童向け皆J3': 2 2 4

AsthetischeBitdunq(Kunst.Musik.Werken)美術教育 (芸術,音楽,コ~二作) 6 8 14

Sportスポーツ 5 6 ll

Fremdsprache外国語 6 6

E伯uterungenzurKontin9entStUndentafelderGrundschule基礎学校用の大綱的な過授業時間表に対する解説
(1)授業時間数の多い教科分野,ドイツ語,救貧 事象教授,スポーツ,外Lxl語において学年別に同じような時間配分が保証される,,
美学教育の教科分野の時間は,学校の人的条件に合わせて連続的な資質能力の獲得が教科別に保証されるように,配分される｡

(2)教科分野ドイツ語は小分野の読み 文とtTI書法/話からなる｡特に.学校導入期では,事象教授との教科総合的な授業が努力され
るべきである｡
(3)教科分野事象教授では教科総合的･関連的な学習は原理である(｣他の教科分野の内容･学習形態との関連で,事象教授の時間集中
的な形態が可能である｡

(4)教科分野宗教と哲学に対して,学年当たり過 1時間が授業されることが保証されるべきである,J
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ム,統合型ゲザムトシューレの学校種に依存しない ここで使われているKontingentstunden大綱的

オリエンテーション段階 (第5-6学年)用,そし な週授業時間数とは,単年度毎でなく複数学年合計

て第7-10学年用の表である｡ での指示 (ギムナジウム第10学年を除いて)を意味

表4 地域学校,ギムナジウム,統合型ゲザム トシューレの学校種に依存 しないオリエンテーション段階
(第5-6学年)用の大綱的な週授業時間表

Geqenstandsbereiche教科 5-6学年の週授業時間数

Deutschドイツ語 ll

.1,Fremdsp｢ache第 1外国語 10

Mathematik数学 10

KLJnStlerisch-musischesAufgabenfeld芸術 .音楽/分野 6

(KunstundGestaltung,Musik)(芸術及び造形,旨楽)

GeseHschaftswissenschaftlichesAufgabenfeld社会諸科学分野 5

(Geschichte.GeoqrafieoderVVeltkunde1) (歴史,地理あるいはLLl:界科)

ReHqionundPhilosophierenmitKindem宗教と児竜向け哲学 2

NaturwissenschaNichesAufgabenfeldEr]然諸科学 (理科)分野 5

(Bioloqie,PhysikoderNaturwissenschaften2)(生物,物稚あるいは自然諸科学 (jB雄十))

Arbeit-VVinscha什-TechnikundLnformatik労働-経済-技術及び情報 4

Sportスポーツ 6

Klassenstundenホームルーム 2

1 世界科は,第5,6学年において地理と歴史との教科連携的授業を含む｡

2 教科自然諸科学 (坤科)は.第5,6学年において物理と生物と化学との教科連携的授業denfacherverbindendenUnterrichtin
Physik,BiologleundChemieを含むo

表5 地域学校,統合型ゲザム トシューレ,ギムナジウムの第7-10学年用の大綱的な週授業時間表

Gegenstandsbereiche教科 学年段階別週授業時間数合計

Pflichtunterricht必修 地域学校7′-10学年 統合型ゲザムトシュー レ7-I()学年 ギムナジウム

7--9学年 10学年 3

Deutschドイツ語 ll ll 8 3

1.Fremdsprache第 1外出諦 12 12 8 4

2.F｢emdsp｢ache4第 2外国語 ll 3

Mathematik数学 12 12 8 4

Religion/PhilosophierenmitKinder∩宗教/ リ己竜向け哲学 4 4 3 1

GesellschaftswissenschattlichesAufgabenfeld社会諸科学分野 ll ll 8 5

(Geografie/Geschichte/SozialkundeoderWeltkunde)(地理/燃史/社会

あるいは世界科)

Arbeit-VVinschaft-Technikundlnformatik 8 7 5 2

労働-経済-技術及び情報

Natun〟issenschafllichesAufgabenfeld自然諸科学 (稗科)分野 13 13 10 5

(Physik/Chemie/Biologie/Astronomie)(物雌/化学//i-1物/天文)

KLlnStlerisch-musischesAufgabenfeld芸術 .洋楽分野 8 8 7 2

rMusikノKunstundGestaltu∩q) (洋楽/芸術及び造形)

Sportスポーツ 8 8 6 2

Wahlpflichtunterricht:選択 12 21 5 5

2.Fremdsprache第2外国語

3.Fremdsprache第3外rf.T語

Arbeit-VWrlschaft-Technikundlnformatik労働-経済-技術及び情報

KtJnStlerisch-musischeBildung美術教育

Geschichte/Geografie/Sozialkunde歴 史/地理/社会

PhilosophierenmitKindern児童向け哲学
Naturwissenschaften自然 諸 科 Il,'rH里村 )

Studienorientierung学術案内

Klassenstundenホームルーム 3 3

び選択の総計

KOntingentstunden大綱的な週授業時間数 27 24 19

3 Eln和hrungsphasedergymnasialenOberstufeギムナジウムト級段1噂の導入段階
4 AnderlGSundderRegionalenSchulewirddie2.Fremdspracheim RahmendesWahlpflichtunterrichtserteilt.統合型
学校と地域学校とで,第2外l車は削ま選択必修授業の枠r̂JでなされるLl
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している｡ ドイツ語 と事象教授 とは,基礎学校4

年間における週授業時間数総計 (37)での指示,

第1-2学年で ドイツ語に12-14に対応 して事象

教授に5-3の指示は,かつての ドイツや旧東 ド

イツ時代 と同じように教科 ドイツ語との連携 した

授業を可能にしていると見ることができる｡オリ

エンテーション段階 (通算呼称5-6学年)では

週授業時間数合計5と同じであるが,｢自然諸科学

(理科)Naturwissenschaften｣ないしoder｢生物

BiologieJ｢物理Physik｣を設定でき,ここでも大
綱,多様性の許容を見ることができる｡

第7-10学年においては教科 (PhysikノChemie/

Biologic/Astronomie)(物理 ノ/化学/生物/ノ天文)

か らな るNaturwissenschaftlichesAufgabenfeld
自然諸科学 (理科)分野で2分岐,つまり,地域学

校とゲザムトシューレとで過授業時間数計13,ギム

ナジウムで週授業時間数計15,とに分岐している｡

Ⅲ.第1-6学年における科学教育

Ⅲ.1.第1-4学年における科学教育 :事象教授
におけるテーマNaturphanomeneerschlier3en自
然現象を解明する

メクレンブルク ･フォア-ボンメルン邦は,2邦

の合併をも模索していたブランデンブルク邦とベル

リン‡弧 そしてブレーメン邦とともに,表6のよう

に,基礎学校諸教科に関する学習指導要領の共同開

発 ･公表 (2004)を行ってきた｡

事象教授に関しては,ブレーメン邦を除く3邦で

の共同開発であった｡表7がメクレンブルク ･フォ

ア-ボンメルン邦の事象教授,表8がブランデンブ

ルク邦とベルリン邦との事象教授の概要,テーマ配

表6 基礎学校諸教科に関する学習指導要領の共同開発 (-2004)

1 2 3 4

プルク ボンメルン メン
1Deutsch ドイ ツ 語 ●●● ●4 1

2 Mathematik数 学 ●●● ●4

3Kunst造 形 ●●● 3 2

4 Musik音楽 ●●● 3

5sachunterricht事象教授 ●●● 3

6SDOnスポーツ ●●● 3

7Geogrfie地理 ●● 2 3

8Geschchte歴史 ●● 2

9PolitischeBilduno政 治 ● ● 2

表7 メクレンブルク ･フォアーボンメルン邦の事象教授
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置である｡

共同開発してきたブランデンブルク邦とベルリ

レンブルク ･フォア-ボンメルン邦の事象教授

は,Technikbegreifen技術 を把握するがなく,

6テーマである02邦と違って,I-4学年に教

科Werken工作があることによるといえる｡そこ

で,関連の指示2カ所,テーマ JJ技術を把握する

Technikbegreifenが教科一一Werken工作に換

わっている｡

しか し,事象教授における科学教育 (テーマ

NaturphanomeneerschlieBen自然現象を解明す

る)は,全く同じ9つの大項目である｡つまり,衣

表8 ブランデンブルク邦とベルリン邦との事
象教授

既育経験 敬料別授莱第56早年

第112学年 第3.4学年 l

)Sichselbstwahrnehmen自分に気づく

l

) :tu:aLmr=e:,L;bTe三

l

) "Ba;芸芸 ow.mpTTeaerSCh'ieRen

l

)R畠umeentdecken空間を発見する

l

) Z*e芸utnBT芸 slC!h;;t;verstehen
I

)TeRClh6n;kl:gie芸en
1

) ,":-dle7nfn芸:zRe;る

8では示されていないが,動物,植物.ビオトープ,

天気,水,火,音の現象,光の現象,磁気であり,

表7では更に9項 目を3区分●Tiere,Pflanzen,

Biotop+Wetter,Wasser,Feuer+Akustische

undoptischePhanomene,Magnetismusしてい

る｡

事象教授における科学教育 :テーマ ｢自然現象を

解明する｣の第1-2学年における最初の大項目,

動物は,表9のように指示されている｡

なお.ブランデンブルク邦とベルリン邦では,メ

クレンブルク･フォア-ボンメルン邦の表9におけ

るZiel(goal,aim,target)目標 が,Anforderungen

(demand,requirement)学習要請になっている

ことだけである｡

Ⅲ.2.第5-6学年における科学教育 :Naturwi

ssenschaften自然諸科学 (理科),Biologie生物,

Physik物理

メクレンブルク･フォア-ボンメルン邦では.

中等学校の種別に依存 しないオリエンテーション

段階 (通算呼称5-6学年)において,科学関係

の教科 は 3教科,Naturwissenschaften自然諸

科学 (理科 ),Biologie生物.Physik物理が あ

り,Naturwissenschaften自然諸科学 (理科)か

Biologie生物とPhysik物理かのどちらかを学習す

ることになり,多様性がある｡なお,3つの学習指

導要領の出版年はそれぞれ2001,2002,2001で,ほ

ぼ同じである｡これらの序文,目次を比較するだけ

で,物理と生物とが同じ構想で,自然諸科学 (理科)

が別であることがわかる｡

表9 事象教授における科学教育 :チ-マ ｢自然現象を解明する｣の第 1-2学年における最初の大項乱
動物の目標 ･内容
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Ⅲ.2.1.教科自然諸科学 (理科)

表10がメクレンブルク ･フォア-ボンメルン邦の

自然諸科学 (理科)のテーマ.表11がブランデンブ

ルク邦とベルリン邦との自然諸科学 (理科)のテー

マである｡

メクレンブルク ･フォア-ボンメルン邦の教科自

然諸科学 (理科)のテーマ数は6で同じであるが,

テーマ名は,ブランデンブルク邦やベルリン邦とは

異なっており,テーマから判断すれば,ほぼ 物理

表 10 メクレンブルク･フォアーボンメルン邦の
自然諸科学 (理科)のテーマ

4.ArbeitmitdemRahmenplan学習指導要領によ
る学習

第5//6学年に対して学習指導要領は以下の教科枠を

越えたテーマ範囲を示しているO

-"Wasser-unsereLebensquelle"水一生命の源
-"DerBodenuntermeinenFClr3en''足下の土壌

-"DieLuft,dieichatme"呼吸している空気
-"PflanzeninunseremLeben"身の回りの植物

-"TiereinunseremLeben"身の回りの動物

-"DieSonne-unserStem"太陽一我々の星

各テーマの取扱い順序は,地域と季節を考慮して決め,

必修として見なされていない｡

や人体の分野を含まず,生物と地学分野からなると

いえる｡

｢各テーマの取扱い順序は,地域と季節を考慮 し

て決め,必修として見なされていない｣が,最初に

挙げられているテーマの目標,内容等は,表12であるO

ブランデンブルク邦やベルリン邦とは違って,必

修的な学習内容とともに,選択的な学習内容を指示

している｡なお,WichtigeErkenntrlismethoden

重要な認識方法の欄には,多くの学習方法が指示(7

種 :-Nachforschen探究22,-Experimentieren実

験13, -Diskl｣tieren議論12, -Entdecken発見10,

-Herstellen作成 8.-Fragen問い 6,-Berechnen

表 11 ブランデンブルク邦とベルリン邦との自然
諸科学 (理科)のテーマ

ブランデンブルク邦 ベルリン邦
】tl1然科学的思考.学習方法* 1常における物質の扱い
2 日常における物質の扱い 太陽-天気-四季

3 大世界-微小世界 巨大世界-微小世界
4身体-健康-発育 身体-健康-凝育
5物体と運動 物体と運動

*最初に授業されるべき｢自然科学的思考･学習方法｣を
除き,テーマ取扱いの順序は変更可能である｡

表12 自然諸科学 (理科)の最初に挙げられているテーマ｢"Wasser-unsereLebensql｣elle"水一生命の源｣
の目標,内容等

Ziele目標:

-生徒は地球上の全ての生き物にとつての基盤として水の重要な意義を認識するo

-生徒は.水の特性に関する基礎的な物理 .化学 .生物的知識を獲得し,生態学的関連を把握する○

-生徒は水の中と表面とにおける生態系の多様性を見つけ,構造と様式に関して代表的な生き物を調べ,生態への適

応を把握するD

-簡単な実験で自然諸科学 (裡科)における認識獲得の方法が生徒に意識される○生徒は,実験実施に際して手順を

学び,独自の試みでもこれらを使うo

-生徒は水の循環に関する知識を深め,水との慎重で理にかなった扱いをする状態になる○

-生徒は,人間が自然の水循環に関与し自然を変えてきたことを認識する○

DidaktischeStruktur ObligatorischeLerninhalte FakultativeLerninhalte WichtigeErkenntnismethoden
教授学的構造 必修的な学習内容 選択的な学習内容 重要な認識方法

1.私にとつての水 我 人々間にとつての水の意味 -生命の基盤-衛生-憩い//遊び-労働//エネルギー 一間い-探究-議論

2.水の特性 水の特性 -水分子の構造 -探究-実験

-集合状態 -粒子モデル
-状態変化 -分離処理
-溶媒としての水 -水の貯:vu,'性
-表面張力 -温度測定

3.水の循環 -自然の水､人間による循環とその影響 -上水と卜水 -探究

-水循環の利用 -エネルギー獲得 -発見-見積-議論
4.水の属性 -生活域としての水のある場所 -魚類 -探究

-この生活域の変化 -両生類-無脊椎動物 -議論
5.他の文化における水 一昔と今の水利用 -探究

-他の国の水利用 -議論
6.何ができるか -水の保持と節約の可能性

-8-



ドイツーメクレンブルク ･フォア-ボンメルン邦 一における第1-6学年の科学教育

見積 2,計73回) されている｡

Ⅲ.2.2.教科生物

表13がメクレンブルク ･フォア-ボ ンメルン邦の

生物のテーマである｡

生命 の定義,身近 な動植物,細胞 を扱 っている

が,テーマの順序に任意性 を与え,授業時数にも余

裕を持たせてお り.裁量の余地 を与えている｡最初

に挙げ られているテーマの 目標,内容等は.表14で

ある｡

指 示 の欄 に は, 観 察 Beobachten7. 遠足 (見

学 )Unte汀ichtsgang6, 同定 Bestimmen3.実

験 Experiment2とい う多 様 な学 習活動 を提 案 し

てい る｡ また,選択 Fakultativ2が あ り, その -

表 13 メクレンブル ク ･フォアーボ ンメル ン邦の
生物のテーマ

4.1LebendesundNichtlebendes生命と無生命
4.2LebeweseninihrerUmweIt-Wirbeltiereund

Menschen身近な生き物一脊椎動物と人間

4.3SamenpflanzeninihrerUmwelt身近な種子植
物

4,4LebeweseninihrerUmwelt-WirbeHose

Tiere身近な生き物-無脊椎動物
4.5DieZellealsBausteinallerLebewesen全 生

物の構造要素としての細胞

この学習指導要領で指示された目標,内JTLla 育成され

るコンビテンシーは,授業において必修的に実現され

るべきである,J両学年内では,学習内容の配置は自由

である,,自然と学校との条件や教授学的構想に合わせ

て.生徒の興味 ･前提の考慮の元.教員によって確定

されるだろう｡

指示は内容の変更への奨励に役立ち.多様化の提供と

して稚解される(,

学習指導要領は,学年毎に授業される生物の授業時間

の約700/Oの内容量である｡

つ Fakultativ:ModelliereneinerZelle選択 :細胞

の モ デ ル 化 は,SelbststandigesModellierenmit

fTormbarem Materialパーツを使 ったモデルの 自作

である｡

Ⅲ.2.3.教科物理

表15が メクレンブルク ･フォア-ボ ンメルン邦の

物理のテーマである｡

選択テーマが準備 され,授業時数にも余裕 を持た

せてお り.裁量の余地 を与えている｡ しか し,指示

表 15 メクレンブル ク ･フォアーボ ンメル ン邦の
物理のテーマ

4Fachplan教科別指導要領
第6学年の物理教育においてテーマの扱いで教科の基
礎的な目標と課題との具体化がなさjtるLlそのために.

学習指導要領は,対応した条件を有しているし.重点

を定める｡学習指導要領では6テーマがあり,そこか
ら5テーマが扱われる｡磁気についてと音については.
選択的に扱われる｡精選された生徒実験は必修であ

る｡

内容上の条件は自由になっている授業時間数の約60%

に制限されている｡ここには,授業の定着段階は含ま

れない｡学習指導要領の内容的な条件の範囲で,授業

の個々の計画に余地がある｡演習,復習,応用,深化

や追加的な内容のために,なお残っている時間を利用

することは,教育学的見積もりに使われる｡

学校固有の学習指導要領では,上記の事情が考慮され

るべきである｡

Themen臼bersichtテーマ一覧

Thema1:WomitbeschaftigtsichdiePhysik?物
理は何に関わるか

Thema2:VomLicht光について

Thema3:VomMessen測定について
Thema4:VomelektrischenStrom電流について

Thema5:VomMagnetismus(Wahlthema)磁気に
ついて (選択)

Thema6:VomSchaH(Wahlthema)音について(逮
釈)

表14 生物の最初 に挙 げ られているテーマ ｢LebendesundNichtlebendes生命 と無生命｣の目標,内窄等

Ziele目標 :

生徒は1つの自然科学として生物に手ほどきされる○これが,事象教授で獲得した自然現象に関する知識と関連するo

既知の自然現象は,様々な自然科学の知識の分野に割り当てられている○精選された生き物とその生命現象の観察と

比較によって.生き物を扱う年徒の喜びが探化され,生物学の問題への関心が促進される｡生徒は.生物の基本的な

特性を把掘し,無生命と区別することができるO生徒は,生物学の主要分野の最初の概要を得るLl

生徒は,生物学の教科書や参考図書 (例えば,児童用図書出版社から出された生徒用辞各 植物や動物の検索本,蛋

子参考書エンカルタなど)を使って,ますます自主的に学ぶo

nhalte内容 Hinweise指示
牛物の特徴 :物質交換○生殖,生長,個体成長,運動,行動 学校周幽-の遠足

自然科学の一つとしての生物学,生物学の分野 生物とそうでないものとの比較教科別教室での活動生物の図番を使って.参考図書 (例えば,子供m事典)で,そしてインターネットで,学習
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田中 賢二

表16 物理の最初の2テーマ ｢物理 は何に関わるか｣ と ｢光について｣の目標,内容等

Thema1:WomitbeschaftigtsichdiePhysik?物理は何に関わるか
演示実験をもとに.生徒は,古典物理学の各分野における物群現象の概要を得るLlこれらの実験では,生徒の観測が.

求められるop'ii従実験,家庭で行う実験の実施で,生徒は実験に導かれるO

生徒は,

物理学が自然の中の特別な現象やプロセスを調べる1つの科学であることを,諾める

-物理現象で一般的な関係を得るために,物理において実験が行われることを,知る

-観察,記載,実験のような物理学の重要な研究方法への一瞥を,得る

演示実験 :

演示実験の選択は古典物理学の分野に向けられるrJ実験器具などの利mに加えて,簡易実験も活用されるべきであるr,

生徒実験の事例 :

･様々な物体の像を作るために (光学的明るさ,光を汁JTす一乱 天井照明 .- ),凸レンズとスクリーンが如何に配

置されねばならないかの探究

･物の分類を計画できる目的をもって,永久磁和 こよってどのような物が引きつけられるかの探究

･家庭での実験 :2秒の周期をもつ振り子の作製了2分の時間経過を示す砂時計の作製
Thema2:VomLicht光について
実験的な探究として生徒は自主的な実験の際に,光の伝搬の特性についての知識を学ぶo光の伝搬が光線によって簡

単に表現されうることを認める○光学像の作製のために,光学機器の自作や応用が,生徒の動機付けを促す○

生徒は

-光学が光の教えであることを知る

-照らされた物体.光をtLuす物体,光を出さない物体に分けることができ,透明 .半透明 .不透明物体を【4-_別できる
一光は全方的に,直線的に.瞬間的に伝搬し,不透明物体のLll硯に際して影が生じることを知る

-光束と光線とを区別でき.簡単な光線の進路と影をLxJ示できる

-適切な作図で食と月の相の生成を説明できる

-反射法則の実験を実施できる

一現象として反射を知り.法則を利用できる

-白色光が様々な色から構成されていること,プリズムを使った分離されうることを知る

-スペクトル光の合成で再び白色光ができることを知る

-ピンホールカメラでの作像を説明できる

VerbindlicheZiele必修内容 日｣標でなく) Didaktisch-methodischeHinweise教授学的)j法論的指示
物体の輝いている,照らされている.照らされていないもの.あ-どのようなときに見えるか

るいは,透明.透明でないもの-の分類:)日原 一光の反射の観).T!-.からものの色-街路における直接間接叶視

されている計15の生徒実験 は,必修 とされている

(その他に演示実験ないし生徒実験 との9の指示が

ある)｡なお,すべてのテーマは,第5学年ではな

く第6学年で扱われることになっている｡最初の2

テーマの 目標,内容等は,表16である｡

授業内容の範囲は古典物理学 に限定 しているこ

と,また,別の箇所で.授業の原理 として ｢定量的

記載,以前に,定性的記載 ;形式化 以前に,内容

的把握 :理論的伝達,以前に, 自主的な行為 ;理論

的完壁性,以前に,凡例的精選｣を挙げていること

は,物理を始めて学ぶ学年 としての特徴 といえる｡

表10.13,15か ら,ドイツーメクレンブルク･フォ

ア-ボ ンメルン邦 一における第 1-6学年の科学教

育のテーマ一覧を図示すれば,図 1となる｡

テーマ一覧を見る限 り, 自然諸科学 (理科)が物

理 と生物に分け られているとはいえる ものではな

い｡つ まり. どちらを学習 させてもカバーする内容

範囲が同じになるといえるものでないG違いを許容

臼然現象 を解明す る

図 1 ドイツーメクレンブルク ･フォアーボンメルン邦一における第 1-6学年の科学教育のテーマ一覧
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ドイツーメクレンブルク･フォア-ボンメルン邦一における第1-6学年の科学教育

していることになる｡この3教科におけるテーマに

ついての目標,内容等の指示 (参照,表12,14,

16)を比較すれば,形式などにも調整 ･統一した努

力を,見ることはできない｡

Ⅴ.おわりに

ドイツ連邦共和国のメクレンブルク･フォア-ボ

ンメルン邦に焦点を当て,初等教育段階とオリエン

テーション段階,第1-6学年における科学教育の

親状を,いわば学校教育法,同施行規則,学習指導

要領などを手がかりにして,明らかにしてきた｡

メクレンブルク･フォア-ボンメルン邦は,単 一

の基礎学校 (第1-4学年)の上に,地域学校 (第

5-10学年)やゲザムトシューレ (第5-10ないし

12学年)において共通なオリエンテーション段階(節

5-6学年)を設け,実質上 すべての児童生徒に

対して,共通な教育を6年間に延長しようとし,教

科毎の週授業時間数の指示は,単年度毎でなく複数

学年合計で示している｡

第1-6学年の科学教育は2段階に分かれてい

る0第 1-4学年科学教育は.共同開発 してき

たブランデンブルク邦 とベルリン邦 とほとんど

違いがなく,教科事象教授の中の 1つのテーマ

｢自然現象を解明する｣で行われ,第5-6学年

の科学教育は,単一でなく,過授業時間数合計

は同一であるが.2種類あり,｢自然諸科学 (理
料)Naturwissenschaften｣ ない しoder｢生物

Biologie｣と ｢物理Physik｣を設定できる｡

この 3つ の 教 科, 自然 諸 科 学 (理 科 )

Naturwissenschaften｣,｢生物 Biologie｣.｢物理
Physik｣では,教科内のテーマの順序の任意性,

授業時数の余裕のある設定,選択学習内容や選択

テーマの設定があること,テーマについての目標,

内容等の指示 (参照.表12,14,16)を比較すれば,

形式などにも調整 ･統一した努力を見ることはでき

ないことで,多様性を許容しているといえる｡

テーマ一覧を見る限り,自然諸科学 (理科)が物

理と生物に分けられているとはいえるものではな

く,どちらを学習させてもカバーする内容範囲が同

じになるといえるものでないこと,加えて,3つの

表17 旧東 ドイツ地区-5(チューリンゲン/ザクセン･アンハル ト/ブランデンブルク/メクレンブルク･
フォアーボンメルン//ザクセン)邦一における初等 (第1-4学年ないし6学年)科学教育 (概要)

チュー リンゲン邦 ザクセン .アンハル 卜邦 ザ クセン邦 ブ ラ ンデ ンブルク邦 メクレンブルク .フォア-ボンメルン邦

初等教育段階の年数 4 4 4 6 4(5-6早年 :学校種に依存 しないテ-オ リエンテー ション段階 SchulanUnabhangigeOrientierungsstufe)

初等科学教 郷上及び事象科 Heimat-undSac 事象教授 Sachunte｢ 事象教授 Sachunte｢｢eicht i--4学年 :事象教授 事象教授 Sachunte｢｢

青を含む教科名 hkunde richt Sachunterricht5-6学年 :自然諸科学(坪科)Naturwissenschaften(BioIOgie,Physik)(生物,物三嘩) icht(5-6学午 :Biologie,PhysikoderNaturwissenscha¶en生物,物理か 自然諸科学)

同 卜週授業 Cool/02以降,外国語導入に伴 各学年 3-4-計 計10(1- 4学年 2.3 計12(1.2年, 3. 計 9--ll(1.2

時間数計 う変化 : (1-3年 :上作,学 12-16 ･2.3) 4年 :各 6) 午,3-5,3.

校園,芸術,音楽 とともに,各学7-8の枠内で)+3 (4学午) 計280 計 6 (5-6学年) 4年 :6)(計 5 (5.-6学午 ) )

7刀等科学教 自然を体験 し理解する Natu｢er 自然科学 (分野) 動植物 との山会い Begeg 1-4学年 :自然現象 自然現象を解明す

青に該当す Naturwissenschaftli nungenmitPflanzenundTieren無生命 自然の現象 との出会い BegegnungmitPhanomenende｢unbelebtenNatu｢ を解明する NaturphanO る Naturphanomeneる区分などの名称 che｢Be｢eich 5-6学年 :自然諸科学(確科)Naturwissenschaften(BiolOgie,Physik)(生物,物理) e｢schlierゝen

同上授業時間数計 不明 イこ明 125/280(44.64%) 1-4学年 こ不明5--6学年三:6 不明
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田中 賢二

学習指導要領の出版年はほぼ同じであるが,これら

の序文,目次を比較するだけでも.物理と生物とが

同じ構想で,自然諸科学 (理科)が別であることで,

多様性を有しているといえる｡

結局, ドイツーメクレンブルク ･フォア-ボンメ

ルン邦一における第1-6学年の科学教育は,すべ

ての児童生徒に対する単一的なものでなく,多様で

あると特徴づけられる｡

なお,本論文は.第59回理科教育学会支部大会 (平

成22年12月4日.山口大学)において口頭発表した

内容に,基づいたものである｡

最後に.本稿とともに,拙稿4,6,7.15)で明らかに

した内容を含めて,旧東 ドイツ地区-5 (チューリ

ンゲン/ザクセン･アンハルト/ブランデンブルク

/メクレンブルク･フォア-ボンメルン/ザクセン)

邦一における初等 (第1-4学年ないし6学年)料

学教育 (概要)を,表17にまとめておく｡

表17旧東 ドイツ地区-5 (チューリンゲン/ザク

セン･アンハルト/ブランデンブルク/メクレンブ

ルク ･フォア-ボンメルン/ノ/ザクセン)邦一におけ

る初等 (第1-4学年ないし6学年)科学教育 (概

要)から,旧東 ドイツ地区の邦メクレンブルク･フォ

ア-ボンメルン邦は.他の旧東 ドイツ地区の邦の中

で,ブランデンブルク邦に近いことがわかる｡

隣接 していること,基礎学校諸教科に関する学習

指導要領を共同開発してきたこと,中等教育段階の

諸学校 (地域学校,ギムナジウム,ゲザム トシュー

レの3種別)に依存しないテ-オリエンテーション

段階(通算呼称5-6学年)があるので,実際上では,

ブランデンブルク邦,ベルリン邦と同じように,7

学年から分岐するフォーク型学校制度であること,

これらの反映でもある｡

そこで,更に,メクレンブルク･フォア-ボンメ

ルン邦とブランデンブルク邦とにおける検定(認定)

教科書 (目録)を比較し,現実的な近似の程度を探っ

てみた｡第1-4学年用事象教授教科書では,メク

レンブルク･フォア-ボンメルン邦 ･26点 (10出版

社),ブランデンブルク邦･15点 (6出版社)の内,

同一教科書は10点 (組)であった｡また.第5-6

学年用科学 (Naturwissenschaften自然諸科学 (哩

科).Biologie生物,Physik物理)教科書では,
メクレンブルク ･フォア-ボンメルン邦 ･10点 (4

出版社),ブランデンブルク邦 ･4点 (3出版社)

の内,同一教科書は3点 (組)であった｡つまり,

メクレンブルク ･フォア-ボンメルン邦において,

ブランデンブルク邦の教科書の流用可能性は,38%

(10/26)300/.(3/10)程度であることを意味している,J
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